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◎　告　示	 　所管課（室）名
　○長崎県中小企業対策資金貸付要綱の一部改正  経 営 支 援 課

長崎県告示第226号
　長崎県中小企業対策資金貸付要綱（平成15年長崎県告示第710号）の一部を次のように改正し、令和２年３月
19日から適用する。ただし、この告示による改正前の長崎県中小企業対策資金貸付要綱の規定により貸し付けた
ものは、なお従前の例による。
　　令和２年３月19日

長崎県知事　中村　法道　
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

告　　　　　示

改正後 改正前

別表（第３条関係）
　⑴及び⑵　略
　⑶　緊急資金繰り対策貸付
　　ア　緊急資金繰り支援資金

別表（第３条関係）
　⑴及び⑵　略
　⑶　緊急資金繰り対策貸付
　　ア　緊急資金繰り支援資金

項目 内容 項目 内容

略 略

融資限度額 融資対象⑴及び⑵は融資対象毎に3,000万
円、融資対象⑶は１億円。
ただし、融資対象⑴については、債権額を
限度とし、融資対象⑶については、中小企業
信用保険法第２条第６項の規定により市町長
の認定を受けている場合は、別枠で２億８千
万円を限度とする。

融資限度額 融資対象⑴、⑵及び⑶の融資対象毎に別枠
で3,000万円。
ただし、融資対象⑴については、債権額を
限度とし、融資対象⑶については、中小企業
信用保険法第２条第６項の規定により市町長
の認定を受けている場合は、別枠で２億８千
万円を限度とする。

略 略

　⑷　略 　⑷　略
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